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申告方法

郵送での申告方法

市民税・県民税の申告は 3月16日（月）までに！
申告が必要な方

❶給与所得以外の所得（雑所得・不動産所得など）がある方
※公的年金等の収入がある方は下のフローで確認できます

❷各種控除を受ける方（医療費控除・生命保険料控除など）
❸所得がなく、以下に該当する方

●保育所入所や児童手当、保育料などに対する補助金・助成金を受
給している方

●市営住宅の家賃や国民健康保険税の額などの決定を受けている方
●各種税証明が必要な方

❹税法上の被扶養者で、扶養者と住民票上、別世帯の方

公的年金等の収入がある方の申告（フロー）

下記を参考に、税務署または市役所に申告してください

公的年金等の収入金額の
合計額が400万円超である

公的年金等以外に
申告する所得がある

公的年金等以外の所得は
20万円超である 税

務
署
に
申
告

（
所
得
税
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び
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所
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の
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を
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）

所得控除などの
適用を受ける

申告不要
（申告書は提出不要）

医療費控除などによる
所得税および復興特別
所得税の還付を受ける

市役所に申告
（市民税・県民税の
申告書を提出）

はい

はい はい

はい はい

いいえ

いいえ いいえ

いいえ
いいえ

※	西川口税務署に確定申告をした方または申告予定の方は、市民税・県民税の申告
は不要です。西川口税務署以外の税務署に確定申告書を提出した方は、市民税課
へご連絡ください

※	勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない場合は、原則申告が必要です

※	申告書は、令和7年度の申告書を提出した方へ、2月上旬に郵送します
※	市民税・県民税申告の手引きは、市ホームページまたは市民税課で取得できます

※	上場株式等に係る繰越控除など、確定申告書などの提出が要件となっている
控除の適用を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です

事前発行の入場
整理券はLINE
で受け付けます

国税庁
LINE公式アカウント

確定申告に必要な書類など詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

会場
西川口税務署別館　会議室（川口市西川口4-6-18） ※本庁舎の奥の建物
※駐車場には限りがありますので、公共交通機関でお越しください
※入場には、入場整理券（事前予約または当日配付）が必要です

期間

2月16日（月）～3月16日（月）
※土・日曜日、祝日を除く。ただし、3月1日（日）は開場します
※2月13日（金）以前に申告相談を希望する場合は、相談日時などの電話予

約が必要です。予約がない場合は対応できません

時間 相談受付：午前8時30分～午後４時（入場整理券配付終了まで）
相談開始：午前９時～

西川口税務署確定申告会場のご案内（所得税・個人消費税・贈与税）

問い合わせ　西川口税務署　048-253-4061（代表）

「令和8年度市民税・県民税（令和7年中の所得）申告の手引き」
を参照の上、申告書を作成し、

3月16日（月）までに市役所へ郵送してください。

郵送での提出にご協力ください。市役所の会場は、待ち時間短縮のため、事前予約制となります。

せはこちら確定申告などに関するお問い合わ

西川口税務署からのお知らせ

電話相談の受付

e-Tax・作成コーナーの操作などに
関する問い合わせ

国税局電話相談センター
（国税相談専用ダイヤル）

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

TEL 0570-00-5901

TEL 0570-01-5901
受付：月～金曜日
※祝・休日と12月29日～1月3日は除く

会場での申告方法
申告受付

予約方法

申告会場：市役所5階　大会議室

申告期間：2月16日（月）～3月16日（月）
※土・日曜日、祝日を除く。ただし、3月1日（日）は
受け付けます

受付時間：午前9時～午後3時　
持 ち 物：申告に必要な提出物を全て書面でお持ちください。

期限：3月15日（日）
午後11時59分まで

期限：3月16日（月）午後2時40分まで
時間：平日、午前8時30分～午後5時15分

※3月16日（月）のみ午後2時40分まで

※	事前予約をしていない方、書類に不備・不足がある方は、申
告を受け付けできない場合があります

インターネット予約

電話予約

048-291-9804 （専用電話番号）

申告や予約に
ついて
詳しくはこちら

事前予約が必要です
事前予約が必要です
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申告に必要な提出物

市民税・県民税の申告は 3月16日（月）までに！

※	申告書は、令和7年度の申告書を提出した方へ、2月上旬に郵送します
※	市民税・県民税申告の手引きは、市ホームページまたは市民税課で取得できます

マイナポータル
連携について
詳しくはこちら

● 	本人確認書類［マイナンバーカード（両面）または、住民
票（マイナンバー記載）＋顔写真入り身分証明書（運転
免許証など）］の写し

●収入と源泉徴収税額が分かる書類
	 例：給与や公的年金の源泉徴収票など
	 ※収入が複数ある場合は全て
●国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期
高齢者医療保険料などの領収書

●生命保険料、地震保険料などの控除証明書
●障害者手帳などの写し
●学生証などの写し

郵送での提出にご協力ください。市役所の会場は、待ち時間短縮のため、事前予約制となります。

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーなら
金額などを入力するだけで自動計算で
申告書が完成！さらに、マイナポータル
連携なら控除証明書などのデータが自
動入力できる！
※利用には	事前準備が必要です

確定申告は自宅でe-Tax!
動画で見る
確定申告

確定申告特集

医療費情報も
ふるさと納税も
入力不要♪

せはこちら確定申告などに関するお問い合わ

e-Tax・作成コーナーの操作などに
関する問い合わせ

国税局電話相談センター
（国税相談専用ダイヤル）
TEL 0570-00-5901

TEL 0570-01-5901
受付：月～金曜日
※祝・休日と12月29日〜1月3日は除く

●所得税の確定申告をする方はページ下部「西川口税務署からのお
知らせ」をご覧ください。また、市役所会場でも一部の簡易的な所
得税の確定申告を受け付けます。

●市役所会場で所得税の確定申告を希望する方も、市民税・県民税
申告と同様に事前予約が必要です。

※	市役所では、以下に該当するような確定申告は受け付けできません。このほかにも、
内容により西川口税務署の確定申告会場を案内することがあります

※	できるだけ郵送でご提出ください

×令和7年分以外の過
年度分申告

×初年度の住宅借入金
等特別控除の申告

×事業所得・不動産所
得・譲渡所得・分離課
税所得・暗号資産の
雑所得・ストックオプ
ションによる所得・未
払給与を含む給与所
得の申告

×国外扶養の申告
×令和7年中に退職所
得があった方の申告

×準確定申告 ×雑損控除の申告

×雑（業務）収入が300
万円以上の方の申告

×源泉徴収票のない給
与の申告

×給与所得者の特定支
出控除の申告

●簡易な市民税・県民税申告は予約不要です
●令和7年中の収入がなく、別世帯の親族から扶養を受けていた方
●遺族年金、障害年金を受けていた方
●学生、失業、入院などで収入がなかった方など

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の
申請手続きをした方
●寄附先から発行される領収書・受領証明書など
市民税・県民税申告書（確定申告書含む）を提出する
場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請は
無効になるため、ふるさと納税分の寄附金控除も忘れ
ずに申告してください。
医療費控除を受ける方
●医療費控除の明細書
医療費控除の申告をする方は、「医療費控除の明細書」
を作成し、申告時に提出してください。領収書の提示・
提出による申告はできません。申告会場では職員によ
る明細書の代理作成や作成補助は行いません。

所得税の確定申告をされる方は
次の3点を追加でお持ちください
●確定申告で還付を受ける方は申告者名義の口座番号
などが分かるもの（通帳など）

●税務署からの申告案内のはがき
（受け取っている方のみ）
●e-Taxの利用者識別番号（16桁）が
分かるもの
利用者識別番号を取得していない方は、右
のQRコードから事前取得をお願いします

問い合わせ　市民税課（内線249）

※	所得税の確定申告義務がない内容の申告については、市役所の申告会場で、市
民税・県民税申告として受け付けできます

住民税申告は自宅で住民税申告は自宅で ee
エルタックスエルタックス
LTAXLTAX

令和 8 年度分の個人住民税から申告会場
へ来場せずに電子申告ができます。スマー
トフォンやパソコンから「eLTAX個人住民
税電子申告システム」にアクセスし、マイナ
ンバーカードを利用して申告ができます。

申告期限： 
3月16日（月）まで
※システムは24時間・
365日利用できます

提出物について、データのものは必ず紙に出力して
お持ちください。

利用者識別番号
取得ページ

 個人住民税申告の
電子化特設ページ

はこちら

作成コーナー


